
第１回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

 

令和３年３月３日提出 

 

Ⅰ 件数   ４２件  

【内訳】議案 ４１件 （条例関係１３件、予算関係２５件、その他３件） 

    報告  １件 （専決処分の報告１件） 
 

Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫  

議案第１号 南相馬市一円融合の地域活性化条例制定について 

【趣旨】 

市民の行政区への加入及び参加を促進し、安全安心な地域社会の形成に資するた

め、新たに条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制定概要 

定める項目 条 内   容 

目的 第１条 

南相馬市自治基本条例第１０条に基づき、行政区が地域社会

の基盤であることを踏まえ、市民の行政区への加入及び参加を

促進することについて基本理念を定め、市、市民、行政区、事

業者及び住宅関連事業者の役割を明らかにして、報徳仕法の一

円融合の教えをもって安全安心な地域社会の形成に資するこ

とを目的とする。 

基本理念 第３条 

 

市民が行政区への加入及び参加を進めるため、以下を基本理

念とする。 

・行政区の活動は、安全で安心な住みよい地域づくりとして 

重要であるという基本的認識の下に行われること 

・市民が相互に交流を深め、地域での支え合いと協力により、

地域の一員として自主的かつ主体的に活動することで、地域

のつながりを強めるものであること  

・市、市民、行政区、事業者、住宅関連事業者がそれぞれの役

割を認識し、相互の理解と連携の下に、協働して取り組まれ

ること 

・行政区活動の促進には、地域活動に関わる多様な主体の活 

動との連携を図るよう努めること 
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市の役割 第４条 

・市は、市民が行政区に主体的に加入し、及び行政区の活動に

参加し、行政区を組織するために必要な支援を行う。 

・市は、行政区の活動がその加入する市民の自主性及び主体性

が発揮されるよう配慮する。 

・市は、行政区の活動に必要な情報の提供に努める。 

市民の役割 第５条 

・市民は、行政区の活動の重要性を理解し、自らが居住する地

域の行政区に加入するよう努める。 

・市民は、行政区が行う活動に理解と協力をし、その活動に主

体的かつ積極的に参加することに努める。 

行政区の役

割 
第６条 

・行政区は、地域の実情及び意見を踏まえ、身近な課題の解決

に努める。 

・行政区は、当該地域内に居住する市民の誰もが参加しやすい

開かれた活動の実施及び当該活動への参加の呼びかけ等を

通じて、市民の自発的な行政区への加入等を促進するよう努

める。 

・行政区は、市民にその活動に関する情報を提供するよう努め

る。 

事業者の役

割 
第７条 

・事業者は、行政区の活動の重要性を理解し、その事務所又は

事業所の所在する地域の行政区の活動に積極的に参加し、及

び協力するよう努める。 

・事業者は、従業員がその居住する地域の行政区に加入するこ

と、及び活動に参加することに配慮するよう努める。 

住宅関連事

業者の役割 
第８条 

住宅関連事業者は、行政区への加入及び参加の促進に関する

市の施策に協力するよう努める。 

名簿の提供 第９条 

市長は、行政区の活動に必要な情報の提供にあたって、行政

区の代表者に以下に係る名簿の提供ができるものとする。 

・災害時において避難支援を行うため、必要な市民情報 

・災害時において被災者及び被災状況を確認するための市民 

情報 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第２号 
南相馬市介護サービス事業特別会計条例を廃止する条例制定につ

いて 

【趣旨】 

南相馬市介護サービス事業特別会計条例を廃止するため、条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 廃止概要 

南相馬市鹿島デイサービスセンターを運営するための南相馬市介護サービス事

業特別会計については、令和２年３月２５日に社会福祉法人南相馬市社会福祉協議

会へ施設譲渡後も起債償還のために設置をしていたが、令和３年３月３１日までに

繰上償還することとなったため、廃止するものである。 

 

２ 繰上償還の内訳 

  （単位：円） 

借入先 地方公共団体金融機構 郵便貯金簡易生命保険管理・ 

郵便局ネットワーク支援機構 

当初借入額 78,600,000 円 83,500,000 円 

繰上償還額 11,525,354 円 21,596,365 円 

繰上償還日 令和３年３月２２日 令和３年３月３１日 

 

３ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第３号 
南相馬市帰還環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例制定

について 

【趣旨】 

福島復興再生特別措置法の改正等に伴い、交付金名称及び失効期日を改めるため、

必要な改正を行うもの。 

 

【主な内容】 

１ 改正概要 

（１）条例名称の変更 

  「南相馬市帰還環境整備交付金基金条例」を 

「南相馬市帰還・移住等環境整備交付金基金条例」へ改める。 

 

（２）交付金名及び基金名の変更（第１条関係） 

  ①「帰還環境整備交付金」を「帰還・移住等環境整備交付金」へ改める。 

  ②「南相馬市帰還環境整備交付金基金」を「南相馬市帰還・移住等環境整備交付

金基金」へ改める。 

 

（３）失効期日の延長（附則第２項関係） 

  「平成３３年３月３１日」を「令和８年３月３１日」へ延長する。 

 

２ 施行日 公布の日 
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議案第４号 

南相馬市東日本大震災等による被災者に対する国民健康保険税及

び介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

【趣旨】 

東日本大震災等による被災者に対する令和３年度の国民健康保険税及び介護保険

料の負担軽減を図るため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 国民健康保険税の減免（第３条関係）及び介護保険料の減免（第４条関係） 

区  分 
減免適用年・月 

改正後 改正前 

① 帰還困難区域等（※１）及び上位所得層（※

２）を除く旧避難指示区域等（※３）の被

保険者 

令和 3年 4月 

～令和 4年 3月 

令和 2年 4月 

～令和 3年 3月 

② 帰還困難区域等及び旧避難指示区域等以

外の被災区域の被保険者（※４） 
令和 3年 4月 

～令和 4年 3月 

令和 2年 4月 

～令和 3年 3月 

③ 上記①②以外の地域 減免なし 減免なし 

  

※１「帰還困難区域等」とは、 

①帰還困難区域、②居住制限区域、③避難指示解除準備区域の３つの区域 

 

 ※２ 上位所得層とは、 

【国保】基礎控除後の総所得金額の世帯合算額が６００万円を超える世帯 

【介護】介護保険法施行令第３８条の規定に基づく被保険者個人の合計所得金額 

６３３万円以上を基準 
 

※３ 旧避難指示区域等とは、 

平成２５年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等（特定避難勧奨地点

を含む）、平成２６年度に指定が解除された（b）旧避難指示解除準備区域等（田村市の

一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点）、平成２７年度に指定が解除され

た（c）旧避難指示解除準備区域（楢葉町の一部）、平成２８年度及び平成２９年４月１

日に指定が解除された（d）旧居住制限区域及び避難指示解除準備区域（葛尾村の一部、

川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡

町の一部）、令和元年度に指定が解除された（e）帰還困難区域等（双葉町の一部、大熊

町の一部及び富岡町の一部）の５つの区域 

 

※４ ①の上位所得層のうち、②の減免基準（家屋の全半壊等）の対象となる場合は、②

に移行して減免となる 
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 ≪参考：保険税（料）対象者及び減免額等≫ 

区 分 国民健康保険税 介護保険料 

①帰還困難区域

等及び上位所得

層を除く旧避難

指示区域等の被

保険者 

対象人数   12,306 人 対象人数 17,478 人 

減免額 926,983,000 円 減免額 1,187,346,000 円 

 

減免額の

費用負担 

災害臨時特例補助金（2/10） 

185,397,000 円

 

減免額の

費用負担 

災害臨時特例補助金(2/10) 

237,470,000 円 

特別調整交付金(8/10) 

741,586,000 円

特別調整交付金(8/10) 

949,876,000 円 

②帰還困難区域

等及び旧避難指

示区域等以外の

被災区域の被保

険者 

対象人数 781 人 対象人数 465 人 

減免額 16,566,000 円 減免額 28,939,000 円 

 

減免額の

費用負担 

特別調整交付金(9/10) 

14,910,000 円 

 

減免額の

費用負担 

特別調整交付金(8/10) 

23,151,000 円 

市負担(1/10) 

1,656,000 円 

市負担(2/10) 

 5,788,000 円 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第５号 
南相馬市手話言語の普及及び障がい者コミュニケーション支援条

例制定について 

【趣旨】 

手話を言語として位置づけ、市民等に対する手話への理解促進や普及を図るとと

もに、手話以外の広く障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解を促

進し、全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、新たに条例を制定するも

の。 

 

【主な内容】 

１ 制定概要 

定める項目 条 内   容 

目的 第１条 

手話は言語であるとの認識に基づき、手話の普及を始めとす

る障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及促進

について、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の

役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的事項

を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会を実現

することを目的とする。 

基本理念 第３条 

地域社会の実現は、次に掲げる理念を基本として推進するも

のとする。 

（１）手話の理解及び普及は、手話が独自の言語体系を有する

文化的所産であって、ろう者が心豊かな日常生活及び社会生

活を営むために大切に受け継がれてきた言語であるとの認

識の下に推進されなければならない。 

（２）障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の選択と

利用の促進は、障がいのある人とない人とが相互の違いを理

解し、互いに人格と個性を尊重することを基本として行わな

ければならない。 

市の責務 第４条 

・市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）

に基づき、手話が言語であることの理解の推進、手話等の理

解及び普及の促進並びに手話等を使いやすい環境の整備を

図るとともに、手話等の利用の促進に関する施策を推進する

ものとする。 
・市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者が障がい

の特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう

にするため、合理的な配慮を行うものとする。 

市民の役割 第５条 
市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に

協力するよう努めるものとする。 
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事業者の役

割 
第６条 

事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策

に協力するよう努めるとともに、障がい者が利用しやすいサー

ビスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。 

施策の推進 第７条 

・市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものと

する。 

（１）手話等の理解及び普及に関すること。 

（２）手話等による情報の発信及び取得に関すること。 

（３）手話等による意思疎通の支援に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

・市は、推進に当たっては、市が別に定める障がい者の福祉に

関する計画との整合性を図るものとする。 

手話を学ぶ

機会の確保 
第８条 

市は、県、ろう者、手話通訳者、手話奉仕員及び手話を使用

することができる者と協力し、市民が手話を学ぶ機会の確保を

図るものとする。 

学校におけ

る手話等の

普及 

第９条 

・市は、手話等の理解及び普及の促進を図るために、学校にお

いて、手話等に関する学習の機会の提供その他児童、生徒、

教職員等が手話等に親しむために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

・市は、学校において手話等を必要とする児童又は生徒がいる

場合に、必要な支援を受けられるよう努めるものとする。 

コミュニケ

ーション支

援者の確保

及び養成等 

第 10条 

市は、コミュニケーション支援を行うため、関係団体と協力

して、コミュニケーション支援者の確保及び養成並びに技術の

向上を図るものとする。 

災害時の対

応 
第 11条 

市は、災害時において、障がい者等に対し、情報の取得及び

意思疎通の支援に必要な措置を講ずるものとする。 

情報通信技

術の活用 
第 12条 

市は、この条例に定める施策に関し、ＩＴ等情報通信の技術

を活用するよう努めるものとする。 

財政上の措

置 
第 13条 

市は、手話等に関する施策を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第６号 
南相馬市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例制定につい

て 

【趣旨】 

太陽光発電設備の適正な設置等の推進に関して必要な事項を定めることにより、

自然環境、良好な景観及び生活環境の保全並びに災害の防止を図るため、新たに条

例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制定概要 

定める項目 条 内   容 

目的 第１条 

太陽光発電設備の適正な設置等の推進に関して必要な事項

を定めることにより、自然環境、良好な景観及び生活環境の保

全並びに災害の防止を図ることを目的とする。 

市の責務 第３条 
市は、目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用

を図らなければならない。 

事業者の責

務 
第４条 

事業者は、事業の実施に当たっては、関係法令及びこの条例

を遵守するとともに、自然環境等の保全上及び災害の防止上の

支障が生じないよう必要な措置を講じるものとする。 

市民の責務 第５条 
市民は、目的を達成するため、市の施策及びこの条例に定め

る手続の実施に協力するよう努めるものとする。 

抑制区域の

指定 
第６条 

・市長は、自然環境等の保全又は災害の防止のため特に配慮が

必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対

して当該区域を事業区域に含めないよう求めることができ

る。 

・抑制区域は、規則で定める。 

（急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域、 

土砂災害特別警戒区域、農業振興地域内における農用地区域） 

届出及び同

意 
第７条 

事業者は、市内において事業を施行しようとするときは、当

該事業に着手しようとする日の６０日前までに、事業内容等を

市長に届け出て、市長の同意を得なければならない。 

同意の制限

等 
第８条 

・市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置すると

きは、同意しないものとする。 

・市長は、前条の同意の際には、この条例の目的を達成するた

めに必要な条件を付することができる。 
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行政区・近隣

関係者への

説明会等 

第９条 

第 10 条 

・事業者は、届出を行う前に、行政区及び近隣関係者に対して

事業内容等を周知し、事業の施行等について、説明会等を行

わなければならない。 

・事業者は、説明会等により、行政区及び近隣関係者の理解を

得るように努めるものとする。 

・市長は、必要があると認めるときは、行政区及び近隣関係者

の意見を聴くことができる。 

関係法令の

手続等 
第 11条 

事業者は、説明会等を行う前に、規則で定めるところにより、

関係法令に係る手続等の状況を市長に報告しなければならな

い。 

太陽光発電

設備の廃止

等 

第 12条 

・事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、市長に届け出

なければならない。 

・事業者は、発電事業開始から撤去等費用を積み立てる等、計

画的な資金確保に努めるとともに、関係法令に基づき、太陽

光発電設備を放置することなく速やかに撤去し、又は自らの

責任において適正に処分しなければならない。 

報告及び立

入調査等 
第 13条 

・市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対

し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立

ち入らせ、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させること

ができる。 

指導、助言及

び勧告 
第 14条 

・市長は、自然環境等の保全、災害の防止その他この条例の施

行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、必要

な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。 

・市長は、重大な影響を及ぼすおそれがあるときなど事業者に

対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告すること

ができる。 

公表 第 15条 

・市長は、勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告

に従わないときは、当該事業者の氏名、住所、当該勧告の内

容及び規則で定める事項を公表することができる。 

・市長は、公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に

対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第７号 南相馬市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

  介護保険法第１２９条の規定に基づき、令和３年度から令和５年度までにおける

新たな保険料率を定めるほか、必要な改正を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正の概要 

（１）介護保険料率の改定（第４条第１項関係） 

①令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者（６５歳以上の方）の新た

な保険料率を定めるもの。 

②第７段階から第９段階の対象者の合計所得金額の額を、国の基準改正に伴い

改正する。（次頁 表中下線部分） 
 

○保険料段階別の保険料金額及び基準額（月額）に対する割合 

段  階 （ 対 象 者 ） 

基準額に 

対する 

割合 

第８期 
保険料 

（参考） 
第７期 
保険料 

（参考） 
第４期 
保険料 

第１段階 

○生活保護を受けている人 

○世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金 

を受けている人 

○世帯全員が市民税非課税で、 

本人の合計所得金額＋課税年金収入額が 

80 万円以下の人 

基準額 
×0.50 

2,951 円 2,992 円 1,550 円 

第２段階 
○世帯全員が市民税非課税で、 

前年の本人の合計所得金額＋課税年金 

収入額が 80 万円超 120 万円以下の人 

基準額 
×0.75 

4,427 円 4,488 円 
第５期 

新 設 

第３段階 
○世帯全員が市民税非課税であって、 

前年の本人の合計所得金額＋課税年金 
収入額が 120 万円超の人 

基準額 
×0.75 

4,427 円 4,488 円 2,325 円 

第４段階 

○本人が市民税非課税の人であって、 

（世帯内に市民税課税者がいる場合） 

前年の本人の合計所得金額＋課税年金 

収入額が 80 万円以下の人 

基準額 
×0.90 

5,312 円 5,386 円 2,573 円 

第５段階 
（基準） 

○本人が市民税非課税の人であって、 

（世帯内に市民税課税者がいる場合） 

前年の本人の合計所得金額＋課税年金 

収入額が 80 万円超の人 

基準額 
×1.00 

5,903 円 5,985 円 3,100 円 

第６段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額が 

120 万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階の額
の適用により非保護者となるもの 

基準額 
×1.20 

7,083 円 7,182 円 3,348 円 
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第７段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額が 

120 万円以上 210 万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階の額
の適用により非保護者となるもの 

基準額 
×1.30 

7,673 円 7,780 円 3,875 円 

第８段階 

ア 本人が市民税課税で合計所得金額が 

210 万円以上 320 万円未満の人 

イ 本人が要保護者であって、当該段階の額
の適用により非保護者となるもの 

基準額 
×1.50 

8,854 円 8,977 円 4,650 円 

第９段階 
○本人が市民税課税で合計所得金額が 

320 万円以上の人 

基準額 
×1.70 

10,035 円 10,174 円 5,425 円 

 

（２）減免措置の改定（第４条第２項及び第３項、第４項の改正） 

 消費税率引上げに伴う低所得者の介護保険料負担軽減を図るため実施してい

る減額措置を下記のとおり変更する。 

 

改正後（令和３年度から令和５年度） 改正前（令和２年度） 

本来保険料額 

（条例第 4条第 1項 

第 1～3号） 

軽減後保険料 

（条例第４条第 2～4 項） 
本来保険料額 

（条例第 4条第 1項 

第 1～3号） 

軽減後保険料 

（条例第 4 条第 2～4 項） 

第１段階 35,400 円 

（基準額 70,800 円×0.5） 

21,200 円 

（基準額×0.3） 

第１段階 35,900 円 

（基準額 71,800 円×0.5） 

21,500 円 

（基準額×0.3） 

第２段階 53,100 円 

（基準額×0.75） 

35,400 円 

（基準額×0.5） 

第２段階 53,800 円 

（基準額×0.75） 

35,900 円 

（基準額×0.5） 

第３段階 53,100 円 

（基準額×0.75） 

49,500 円 

（基準額×0.7） 

第３段階 53,800 円 

（基準額×0.75） 

50,200 円 

（基準額×0.7） 

 

（３）令和３年度の保険料軽減措置の継続（附則第１０項関係） 

震災によるり災者及び原発被災者に対する保険料の減免が令和３年度も継続さ

れる見込みであることから、減免の対象とならない 30㎞圏外及び上位所得層の被

保険者に対して、保険料引き上げに伴う負担の軽減を図るため、第４期保険料と

同額になるよう軽減措置の規定を附則に設ける。 
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【参考資料：R3 当初予算要求時減免等内訳数】（単位：人、円） 

 被保険者数 保険料 

減免・減額前 21,581 1,564,796,000 

 

 
被保険者数 保険料 

財  源 

名 称 金 額 

減

免 

30km 圏内原発 17,478 1,187,346,000 
災害臨時特例補助金 237,470,000 

特別調整交付金 949,876,000 

30km 圏外り災 465 28,939,000 
特別調整交付金 23,151,000 

第一号被保険者保険料 5,788,000 

小計 17,943 1,216,285,000 小計 1,216,285,000 

減

額 

30 ㎞圏外及び 

上位所得層 
3,518 124,034,000 介護給付準備基金 124,034,000 

 
※財政支援 
 〔原発減免〕 ・災害臨時特例補助金 … 利用者負担又は保険料の減免額の 10 分の 2 に相当する額 

・特別調整交付金 ……… 利用者負担又は保険料の減免額の 10 分の 8 に相当する額 
 〔り災減免〕 ・特別調整交付金 ……… 利用者負担又は保険料の減免額の 10 分の 8 に相当する額 
          特別調整交付金は暦年で算出するため 3 か月分は翌年度交付となる。 
        ※第一号被保険者保険料  国等からの財源補填なし 
 

（４）その他文言の整理 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第８号 
南相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第９号 

南相馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１０号 

南相馬市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について 

議案第１１号 
南相馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の公布に伴い、感染症対策の義務付けを定めるほか、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正概要 

（１）感染症対策 

   介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求め

る観点から、施設系サービスは、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施

等に加え、訓練（シミュレーション）の実施、その他のサービスについては、委

員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）等の実施を３

年間の経過措置を設けた上で義務付ける。 

（２）業務継続に向けた取組の強化 

   感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供

できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続

に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を３年

間の経過措置を設けた上で義務付ける。 

（３）ハラスメント対策の強化 

   利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防

止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措

置を適切に実施するための担当者を定めること等を３年間の経過措置を設けた上

で義務付ける。 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第１２号 
南相馬市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例制定につ

いて 

【趣旨】 

災害対策基本法の規定に基づく避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関

し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制定概要 

定める項目 条 内   容 

目的 第１条 

この条例は、災害対策基本法の規定に基づく避難支援等関係

者に対する名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることに

より、避難支援等関係者による災害時等の円滑かつ迅速な避難

支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から保護することを目的とする。 

名簿情報の

提供 
第３条 

 

・市長は、災害の発生に備え、法の規定により、避難支援等の

実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を

提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供

することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要

しない。 

南相馬市地域防災計画に規定する避難支援等関係者 

  ①市 

 ②消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署に限る。） 

  ③警察署 ④民生委員・児童委員 ⑤社会福祉協議会 

  ⑥行政区 ⑦福祉事業者 ⑧自主防災組織 

⑨その他の避難支援等の実施に携わる関係者 
 

・市長は、避難行動要支援者が、名簿情報の提供の拒否を申し

出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供す

ることができない。 
 

・市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する

ために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に

必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行

動要支援者の同意を得ることなく、規則で定める方法により

連絡を行い、名簿情報を提供することができる。 
 

・市長は、名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情

報の提供を受けようとする避難支援等関係者の間で名簿情

報の取扱いに関する協定書を締結するものとする。 
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名簿情報に

係る管理状

況の報告等 

第４条 

市長は、提供した名簿情報の管理状況を確認する必要がある

と認めるときは、名簿情報の提供を受けた者に対し、当該名簿

情報の管理に関する報告を求め、又は当該名簿情報の管理状況

を検査することができる。 

名簿情報の

漏えいの防

止のための

措置 

第５条 

名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の

漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとす

る。 

利用及び提

供の制限 
第６条 

名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的

以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名

簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。 

守秘義務 第７条 

名簿情報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあっ

ては、その役員）若しくはその職員その他の当該名簿情報を利

用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった

者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援

者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 施行日 令和３年４月１日 
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議案第１３号 
南相馬市子どもの利用に係るスポーツ施設の使用料又は利用料金

の免除に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

子どものスポーツ施設の使用料又は利用料金の免除を継続するため、必要な改正

を行うもの。 
 
【主な内容】 

１ 改正概要 
子どもの運動不足・体力の低下が依然として課題であり、引き続き子どもたちに

運動機会を提供する必要があるため、終期を令和３年３月３１日から令和５年３月

３１日までの２年間延長するもの。 
  

２ 施行日 公布の日 
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≪補正予算関係≫ 

 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

 

議案第１９号 

 

 

議案第２０号 

 

議案第２１号 

 

議案第２２号 

 

議案第２３号 

 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

 

議案第２６号 

 

 

令和２年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市育英資金貸付特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市介護サービス事業特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計補正予

算について 

 

令和２年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市太田財産区特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市水道事業会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市病院事業会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市工業用水道事業会計補正予算について 

 

令和２年度南相馬市下水道事業会計補正予算について 
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≪当初予算関係≫ 

 

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

議案第３１号 

 

 

議案第３２号 

 

議案第３３号 

 

議案第３４号 

 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

 

議案第３７号 

 

議案第３８号 

 

 

令和３年度南相馬市一般会計予算について 

 

令和３年度南相馬市国民健康保険特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市介護保険特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市育英資金貸付特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計予算

について 

 

令和３年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市太田財産区特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

令和３年度南相馬市水道事業会計予算について 

 

令和３年度南相馬市病院事業会計予算について 

 

令和３年度南相馬市工業用水道事業会計予算について 

 

令和３年度南相馬市下水道事業会計予算について 
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≪その他≫ 

議案第３９号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 
社会資本整備総合交付金事業（復興）河川改修 
（準用河川北原川）第９期工事 

施 工 場 所 南相馬市原町区萱浜字南見谷地地内外 
契 約 の 金 額 ２９８，１００，０００円（消費税を含む。） 

工 期 契約締結日から令和３年３月３１日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区青葉町一丁目１番地 
庄司建設工業株式会社 

【予定価格】 

予 定 価 格 ３０１，２３３，９００円（消費税を含む。） 
落 札 率 ９８．９６％ 

【入札結果】                          （消費税別） 

入 札 者 第１回入札額 第２回入札額 備 考 

庄司建設工業株式会社 271,000,000 円  落札 

酒井工業株式会社 273,000,000 円   

【工事概要】 

河川改修延長   Ｌ＝４２０．０ｍ 

   河川土工    Ｎ＝１．０ 式 

   護岸基礎工   Ｌ＝８４０．３ｍ 

   法覆護岸工   Ａ＝５７７９．３㎡ 

   根固め工    Ａ＝８５３．２㎡ 

構造物撤去工  Ｎ＝１．０ 式 

仮設工     Ｎ＝１．０ 式 
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【施工場所位置図】 
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議案第４０号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 農山村地域復興基盤総合整備事業 西殿堰改修工事 

施 工 場 所 南相馬市原町区錦町三丁目地内外 
契 約 の 金 額 ４５６，５００，０００円（消費税を含む。） 

工 期 契約締結日から令和６年３月１８日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
宮城県仙台市泉区みずほ台１１－３ 
日本自動機工株式会社 東北支店 

【予定価格】 

予定価格 ４５９，９３８，６００円（消費税を含む。） 

落札率 ９９．２５％ 

【入札結果】                          （消費税別） 

入 札 者 第１回入札額 第２回入札額 備 考 

日本自動機工株式会社 

東北支店 
415,000,000 円  落札 

【工事概要】 

土木工事 

   魚道工        Ｌ＝１８．２ｍ（幅１．５ｍ） 

   法覆護岸工      一式 

   構造物撤去工     一式 

   仮設工 工事用道路工 一式 

       仮締切工   一式 

施設機械工事 

   背面支持式鋼製ゲート 幅２２．０ｍ×高１．５ｍ×４門 

建築工事 

   機械室（ＲＣ造）   ９．０５㎡ 
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【施工場所位置図】 
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議案第４１号 市道路線の認定について 

【趣旨】 

道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 概要 

道路の拡幅整備及び（仮称）小高スマートインターチェンジの整備に伴い、市道

認定を行うもの。 

 

（１）認定路線 ４路線 Ｌ＝１，０６５．０ｍ （原町区、小高区） 

 

【路線内容】 

内 容 路 線 名 総延長 幅 員 

認定路線 

信田沢石神線 950.0 m 3.7m～7.5m 

石神１２号線 33.0 m 3.7m～7.7m 

大田和インター線 41.0 m 16.0m～26.0m 

川房インター線 41.0 m 16.0m～26.0m 

 
 

（２）路線図 ２５ページから２７ページまでのとおり 
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市道認定 全体位置図

小高区

原町区

（市道認定の概要）

道路の拡幅整備及び（仮称）小高スマートインターチェン

ジの整備に伴い、市道認定を行うもの。

◎市道認定

原町区 信田沢石神線 Ｌ＝ ９５０．０ｍ

石神１２号線 Ｌ＝ ３３．０ｍ

小高区 大田和インター線 Ｌ＝ ４１．０ｍ

川房インター線 Ｌ＝ ４１．０ｍ

計 Ｌ＝１，０６５．０ｍ
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≪報告≫ 

報告第１号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
 

【専決第１号 工事請負変更契約の締結について 令和３年２月２２日専決】 
１ 専決処分の理由 

令和２年第３回南相馬市議会臨時会で議決を経た工事請負契約について、契約

内容の一部に変更が生じたため、令和３年２月２２日付けで専決処分したもの。 
 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 小高区子どもの遊び場建設建築主体工事 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市小高区大井字深町４８番地 

株式会社中里工務店 

施 工 場 所 南相馬市小高区関場一丁目地内 

契
約
金
額 

変更前 ３９４，９００，０００円 

変更後 ３９９，３９５，７００円 

増額する額 ４，４９５，７００円 

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 

Ｂ棟（旧小高

幼稚園）屋根

塗装改修工

事の追加 

小高区子どもの遊び場Ｂ棟（旧小高幼稚園）屋根について、経

年劣化による著しい腐食が確認されたことから、施設の長寿命

化を図るため、塗装改修工事の追加費用を増額するもの。 
  
屋根塗装改修工事：面積４５１．７㎡ 

⑵ 

駐車場境界

メッシュフ

ェンス設置

工事の追加 

小高区子どもの遊び場駐車場について、安全性を高めるため、

駐車場スペースと遊具設置スペースの境界へのメッシュフェ

ンス設置工事の追加費用を増額するもの。 
 
メッシュフェンス設置工事：高さ８０ｃｍ×延長７４ｍ 

⑶ 工期の変更 
変更前 令和２年４月２４日から令和３年２月２６日まで 

変更後 令和２年４月２４日から令和３年３月１０日まで 
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